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新型コロナウイルス感染症対策 

「海の京都」ガイドライン（体験プログラム事業者向け）を策定 
6 月 10 日（水）～ 海の京都体験プログラムの受付を再開  

 

令和 2年 6月 10 日 

（一社）京都府北部地域連携都市圏振興社＜海の京都 DMO＞ 

 

海の京都では、海の京都 DMO ツアーセンターで取り扱う体験プログラムを利用者の皆様に安心して楽しん

でもらうため、体験プログラム事業者向けの新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを策定しましたの

でお知らせします。 

本ガイドラインでは、密接・密着・密閉のいわゆる「三密」を避け、新型コロナウイルスから利用者およ

び事業者自身の生命を守るために事業者等が講じるべき具体的な対策事項を示しています。事業者は本ガイ

ドラインに沿った対策を講じるとともに、利用者にその内容を提示して、事業者と利用者が相互に協力して

感染症拡大防止に取り組むことで「安心・安全な海の京都」を目指します。 

 
１．取組の概要 

 ア）「海の京都」新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン＜体験プログラム事業者向け＞の作成・活用  

           【別添資料１】 
   事業者が対策を講じる事項をガイドラインとしてまとめ、事業者に配布する。本ガイドラインに沿って

受入準備を行うことで、事業者の感染症対策の意識の向上と海の京都エリアで統一的な対策の実施を図る。 

 

 イ）リーフレット「安心してご利用いただくために」の作成・活用          【別添資料２】 
   ピクトグラムを用いたリーフレットを施設等に掲示または設置し、利用者に感染症予防対策を行ってい

ることを周知し利用者の安心感アップを図る。合わせて利用者への協力依頼事項も明記することで対策へ

の理解を深めてもらい、スムーズな業務進行とトラブル等の軽減を図る。 

 

ウ）健康アンケートの実施                            【別添資料３】 
 利用日当日の利用者の健康状態を把握し、体調不良の利用者に対して利用中止を促し、感染拡大を最小

限に抑える。また、感染の疑いや感染が発生した場合に適切な対応ができるよう備える。 

 

２．体験プログラムの再開について 

  ・海の京都体験プログラムを実施する事業者に、ガイドライン・リーフレット・健康アンケートを配布。 

・ガイドラインに沿った準備が整った事業者から順次予約受付を開始。 

予定：6/10(水)～受付開始  6/13(土)～受入開始 

※ただし、業界等のガイドラインにより必要な対策を講じている場合は上記に限らず開始可能。 

 
３．その他 

   体験プログラム再開後に緊急事態宣言等が発出された場合は直ちに受け入れを中止する。 

■問い合わせ先  

海の京都ＤＭＯツアーセンター（担当：松田・西木・狩野） ℡０７７２－６８－１３５５ 

海の京都ツアーセンターで取り扱う体験プログラムは全１６８件※再開は準備が整った事業者から 

○予約再開するプログラム（一例） 

洞窟を巡る丹後半島 SUP ツーリング【京丹後市】、着物に着替えて宮津ブラブラ散歩【宮津市】、 

福知山の味覚を全部乗せ！自分で作るから特別美味しいピザ作り体験【福知山市】など 

海の京都体験プログラム一覧（ホームページ）⇒⇒⇒ 


